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○加須市障害児（者）移動支援事業実施要綱 

平成２２年３月２３日 

告示第４９号 

改正 平成２３年３月４日告示第６１号 

平成２５年３月１１日告示第５３号 

平成２５年４月１日告示第１１０号 

平成２６年３月３１日告示第１１１号 

（目的） 

第１条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障害児（者）（以下「障害者

等」という。）について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の

地域での自立生活及び社会参加を促すため、加須市障害児（者）移動支援事

業（以下「事業」という。）を実施し、もって福祉の増進を図ることを目的

とする。 

（事業の内容） 

第２条 この事業の内容は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇

活動等の社会参加のための外出（通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、

通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則とし

て１日の範囲内で用務を終えるものに限る。）の際の移動を支援するものと

する。 

（サービス提供団体） 

第３条 サービスを提供する団体（次条において「団体」という。）は、法人

格を有する団体とする。 

（団体登録及び委託） 

第４条 団体は、事前に市に登録するものとする。 

２ 団体の登録をしようとする者は、障害児（者）移動支援事業団体登録申請

書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査

し、登録の適否を決定し、障害児（者）移動支援事業団体登録決定・却下通
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知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

４ 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると

認める団体に委託することができる。 

（サービス提供者） 

第５条 サービス提供者は、前条第３項の規定により登録決定を受けた団体（以

下「登録事業所」という。）に勤務する従業者のうち、次の各号のいずれか

に該当するものとする。 

（１） 介護福祉士 

（２） 介護職員基礎研修の修了者 

（３） 居宅介護従業者養成研修１級、２級又は３級課程修了者 

（４） 訪問介護員養成研修１級、２級又は３級課程修了者 

（５） 行動援護従業者養成研修の修了者（知的障害者外出介護従業者養成

研修課程の修了者を含む。） 

（６） 重度訪問介護従業者養成研修の修了者 

（７） 平成１８年９月３０日までの間に視覚障害者外出介護従業者養成研

修課程を修了した者 

（８） 平成１８年９月３０日までの間に全身性障害者外出介護従業者養成

研修課程を修了した者 

（対象者） 

第６条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当

する者であって、市長が外出時に支援が必要と認めたものとする。 

（１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の

規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、屋外で活動する

場合に著しい困難を伴う視覚障害児（者）、全身性障害児（者）及びこれ

に準ずるもの 

（２） 埼玉県療育手帳制度要綱（平成１４年埼玉県告示第１３６５号）に

基づく療育手帳の交付を受けている者 

（３） 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条に規定する
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知的障害者更生相談所又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１

２条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者 

（４） 医師により発達に障害があると診断された者 

（５） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２

３号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ている者 

（６） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行

令（平成１８年政令第１０号）別表に掲げる特殊の疾病による障害により

継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者 

（平成２５告示１１０・一部改正） 

（利用申請等） 

第７条 事業を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、障害児（者）

移動支援事業利用登録申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならな

い。 

２ 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに内容を審

査し、利用の可否を決定したときは、障害児（者）移動支援事業利用決定・

却下通知書（様式第４号。以下「決定通知書」という。）により申請者に通

知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による利用決定を行ったときは、障害児（者）移動支

援事業登録利用者票（様式第５号。以下「利用者票」という。）を申請者に

交付するものとする。 

４ 利用者票の有効期間は、交付の日の属する年度の３月３１日とする。 

５ 利用決定を受けた者（以下「利用者」という。）がこの事業を利用しよう

とするときは、利用者票を登録事業所に提示し、登録事業所に直接依頼する

ものとする。 

（利用の取消し） 

第８条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定

による利用決定を取り消すことができる。 
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（１） この事業の対象者でなくなった場合 

（２） 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合 

（３） その他市長が利用を不適当と認めた場合 

２ 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、障害児（者）移動支援事

業利用決定取消通知書（様式第６号）により利用者又はその保護者等に通知

するものとする。 

（登録事業所の届出義務） 

第９条 登録事業所は、当該登録事項に変更が生じたとき、又は事業を中止し、

若しくは廃止しようとするときは、速やかに障害児（者）移動支援事業団体

登録変更・中止・廃止届（様式第７号）を市長に届け出なければならない。 

（利用者の届出義務） 

第１０条 利用者又はその保護者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、

障害児（者）移動支援事業利用登録変更・中止届（様式第８号）により、速

やかに市長に届け出なければならない。 

（１） 利用者の住所等を変更した場合 

（２） 利用者の心身状況に大きな変化があった場合 

（３） 利用の中止をしようとする場合 

２ 利用者又はその保護者等は、利用者票をき損し、又は紛失したときは、直

ちに障害児（者）移動支援事業登録利用者票再交付申請書（様式第９号）を

市長に提出し、利用者票の再交付を受けなければならない。 

（利用料及び月額上限額） 

第１１条 利用者又はその保護者等は、別表第１に掲げる利用料を負担しなけ

ればならない。ただし、負担する利用料の月額上限額は、別表第２のとおり

とする。 

（委託料及び請求） 

第１２条 第４条第４項の規定により、事業を委託する場合の委託料は、別表

第３に掲げる基準額から前条に規定する利用料を差し引いた額とし、これを

委託した登録事業所に対して支払うものとする。 
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２ 委託を受けた登録事業所が委託料を受けようとするときは、前月分に係る

事業の費用について、障害児（者）移動支援事業委託料請求書（様式第１０

号）及び障害児（者）移動支援事業委託料請求明細書（様式第１１号）を市

長に提出しなければならない。 

（登録事業所の遵守事項） 

第１３条 登録事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、

事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 登録事業所は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しな

ければならない。 

３ 登録事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び利用者

の保護者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなら

ない。 

４ 登録事業所は、その負担において利用者に係る傷害保険に加入しなければ

ならない。 

５ 登録事業所は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サー

ビスを提供する従業者の有する資格等及び経理状況を明示しなければならな

い。 

６ 登録事業所及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関す

る情報を漏らしてはならない。 

７ 登録事業所及び従業者は、利用者への虐待防止のために、必要な措置を講

じなければならない。 

８ 登録事業所は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸

記録を整備し、サービス提供日の属する年度の翌年度から５年間保管しなけ

ればならない。 

（利用者の遵守事項） 

第１４条 利用者又はその保護者等は、利用者票を他人に譲渡し、又は貸与す

るなど不正に使用してはならない。 

（その他） 
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第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２２年３月２３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の加須市障害児（者）移動支援

事業実施要綱（平成１８年加須市告示第１８１号）、騎西町障害者移動支援

事業実施要綱（平成１８年騎西町告示第１２１号）、北川辺町障害者移動支

援事業実施要綱（平成１８年北川辺町要綱第２５４号）又は大利根町障害者

移動支援事業実施要綱（平成１８年大利根町告示第９４号）の規定によりな

された登録、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなさ

れたものとみなす。 

附 則（平成２３年告示第６１号） 

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年告示第５３号）抄 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年告示第１１０号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年告示第１１１号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

別表第１（第１１条関係） 

区分 所要時間 料金 

身体介護を伴う場合 ３０分まで ２３０円 

３０分を超え１時間まで ４００円 

１時間を超え１時間３０分

まで 

５８０円 

１時間３０分を経過 ５８０円に所要時間３０分
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を増すごとに８２円を加算

した金額 

身体介護を伴わない場

合 

３０分まで ８０円 

３０分を超え１時間まで １５０円 

１時間を超え１時間３０分

まで 

２２５円 

１時間３０分を経過 ２２５円に所要時間３０分

を増すごとに７５円を加算

した金額 

別表第２（第１１条関係） 

（平成２３告示６１・全改） 

世帯の収入状況 月額上限額 

生活保護世帯 ０円 

市町村民税非課税世帯 ０円 

市町村民税課税世帯 利用者が障害児（市町村民税所得

割額２８万円未満） 

４，６００円 

利用者が１８歳以上の障害者（市

町村民税所得割額１６万円未満） 

９，３００円 

上記以外 ３７，２００円 

※世帯の範囲は、１８歳以上の障害者については当該障害者及び配偶者とし、

１８歳未満の障害児については原則として住民基本台帳上の世帯とする。 

別表第３（第１２条関係） 

区分 所要時間 基準額 

身体介護を伴う場合 ３０分まで ２，３００円 

３０分を超え１時間まで ４，０００円 

１時間を超え１時間３０分

まで 

５，８００円 
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１時間３０分を経過 ５，８００円に所要時間３

０分を増すごとに８２０円

を加算した金額 

身体介護を伴わない場

合 

３０分まで ８００円 

３０分を超え１時間まで １，５００円 

１時間を超え１時間３０分

まで 

２，２５０円 

１時間３０分を経過 ２，２５０円に所要時間３

０分を増すごとに７５０円

を加算した金額 
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様式第１号（第４条関係） 

（平成２５告示１１０・一部改正） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

（平成２５告示１１０・平成２６告示１１１・一部改正） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

（平成２５告示５３・一部改正） 

様式第６号（第８条関係） 

様式第７号（第９条関係） 

様式第８号（第１０条関係） 

（平成２５告示１１０・一部改正） 

様式第９号（第１０条関係） 

様式第１０号（第１２条関係） 

様式第１１号（第１２条関係） 

 


